
水道利用加入金減免（特別措置）について 

 

市では、水道普及率のさらなる向上を図るため、『茨城県水道普及促進支援事業』を活用

し、給水装置の新設工事の申込者を対象に、既存減免制度のほかに水道利用加入金減免（特

別措置分として）をさらに３０，０００円減免いたします。 

 

【減免対象者】 

 新規水道加入者の水道申込により、水道利用加入金納付が必要とされる方 

 

 ただし、以下の場合は減免（特別措置）の対象になりませんのでご了承ください。 

１） 水道メーターの口径を増す場合 

２） 非公営簡易水道からの加入の場合 

３） 住宅が、借家等水道加入しようとする者の所有ではなく、賃貸人等その所有者の同

意が確認できない場合 

４） 業務用等で生活利用の区分でないものによる水道加入、あるいは建物が、住宅でな

いと明らかに認められるものに水道加入をしようとする場合 

 

 【新規水道加入者減免額などの例】 

メーター口径 水道利用加入金 既存減免額 減 免 額 減免後の額 

１３ｍｍ ９９，０００円 ３３，０００円  ３６，０００円 

２０ｍｍ １６５，０００円 ５５，０００円  ８０，０００円 

２５ｍｍ １９８，０００円 ３３，０００円  １３５，０００円 

３０ｍｍ ２８６，０００円 ３３，０００円  ２２３，０００円 

４０ｍｍ ３６３，０００円 ４４，０００円  ２８９，０００円 

５０ｍｍ以上 ８２５，０００円 ５５，０００円  ７４０，０００円 

 

水道利用加入金の減免（特別措置）を希望する方は、減免申請書に必要事項を記入し、

給水工事申込書および給水装置工事設計審査申請書とともに上下水道課へ提出してくださ

い。 

※減免申請書の提出のないものは無効となりますのでご注意ください。 

 

【問い合わせ：かすみがうら市上下水道課 ☎０２９－８９７－１３４６ 

３
０
，
０
０
０
円 


